
1 

令和元年１０月７日 

土 木 部 交 通 対 策 課 

 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関

する条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正の理由 

  江東区立国際展示場駅自転車駐車場及び江東区立有明駅自転車駐

車場を令和２年４月１日から開設するため。 

 

２ 改正の概要 

 ⑴ 自転車駐車場の新規開設に伴い、下記施設を追加する。  

  ア 江東区立国際展示場駅自転車駐車場（江東区有明三丁目７番

先）  

  イ 江東区立有明駅自転車駐車場（江東区有明三丁目８番先）  

 ⑵ 当該施設の準備行為に係る所要の規定を整備する。  

 

３ 改正の内容 

  新旧対照表のとおり 

 

４ 施行日 

  令和２年４月１日 
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江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例 

新旧対照表 

現行 改正案 

本則 （略）  本則 （略）  

別表第１ （略） 別表第１ （略） 

別表第２（第１６条関係）  別表第２（第１６条関係）  

 名称  位置  （略）  江東区立東雲駅第二自転車駐車場  江東区立国際展示場駅自転車駐車場  江東区立有明駅自転車駐車場  
東京都江東区東雲二丁目１５番１５号  東京都江東区有明三丁目７番先  東京都江東区有明三丁目８番先  

（略）  
 

 名称  位置  （略）  江東区立東雲駅第二自転車駐車場  東京都江東区東雲二丁目１５番１５号  江東区立国際展示場駅自転車駐車場  東京都江東区有明三丁目７番先  江東区立有明駅自転車駐車場  東京都江東区有明三丁目８番先  
（略）  

 

    附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和２年４月１日か

ら施行する。 

 （準備行為） 

 ２ この条例による改正後の江東区

自転車の放置防止及び自転車駐車

場の整備に関する条例の規定に基

づく江東区立国際展示場駅自転車

駐車場及び江東区立有明駅自転車

駐車場の利用申請の受付その他の

準備行為は、この条例の施行の日前

においても行うことができる。  

 


